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５．目標達成に向けた取組み 

 

1-1-4-1：夜間交通空白地域の解消 

【背景・目的】 

〇人口減少・少子高齢化により公共交通の利用者が減少し、地域交通の維持が困

難となっている一方で、大鰐温泉やスキー場などの観光資源により夜間の移

動需要は高い状況にある。 

〇しかしながら、タクシーや運転代行事業者は、ドライバー不足により供給が縮

小し、夜間（20 時以降）は 1台体制で 23 時には営業終了となっている。 

〇飲食店やスナック、宿泊事業者からは帰宅困難者の発生が指摘されており、今

後、令和９年３月末を以ってタクシー営業が 19 時で終了となる見込みがある

ため、夜間の交通空白への対応が急務となっている。 

 

【解消に向けた取組み】 

●大鰐町全域を対象に、令和８年 11 月から夜間公共ライドシェアの実証運行を

開始する。 

●町やタクシー事業者、スナッ 

ク・料飲組合が協議会を設立 

し、運行・車両管理を担う。 

●地域住民や役場OBを住民ドラ 

イバーとして活用し、配車ア 

プリにより効率的に運行する。 

●運行前に周知・システム導入 

を行い、期間中はデータ分析 

やアンケート等により需要と 

課題を把握し、持続可能な交 

通のあり方を検討する。 

図 夜間公共ライドシェア実証実験のイメージ 

 

【「交通空白」への効果】 

既存タクシーの夜間短縮で生じる交通空白時間帯に、事前予約制の公共ライ

ドシェアを運行させることにより、限られた車両・人員でも相乗りにより効率的

に配車させ、夜間の帰宅困難者の解消を図る。 
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